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指定居宅介護、行動援護及び同行援護 訪問介護こくら 重要事項説明書 

 

当事業所は利用者に対して、指定居宅介護、行動援護及び同行援護サービスを提供します。 

当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明しま

す。 

 

1 サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 有限会社 訪問介護こくら 

代 表 者 氏 名 取締役 新垣良枝 

所 在 地 沖縄県那覇市古波蔵 4-13-12 

電 話 番 号 098-831-6982 

設 立 年 月 日 平成 17 年 11 月 9 日 

 

2 サービス提供を担当する事業所について 

（１）事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 訪問介護こくら 

那 覇 市 指 定 

事 業 所 番 号 

居宅介護 同行援護 行動援護 

4710100126 

 

指 定 年 月 日 

 

平成 18 年 10 月 1 日（居宅介護） 

平成 18 年 12 月 1 日（行動援護）      

平成 23 年 10 月 1 日（同行援護） 

事業所所在地 沖縄県那覇市古波蔵 4-13-12 丸武アパート A-3 

連 絡 先 電話：098-831-6982 FAX：098-831-7001 

通常の事業の

実 施 地 域 
那覇市、浦添市、糸満市、南城市、八重瀬町、南風原町、豊見城市 

 

（２）事業の目的および運営方針 

事業の目的 有限会社 訪問介護こくら が設置する訪問介護こくら（以下「事業所」という。）

において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護（以下「指定居宅介

護」という。）、同行援護（以下「指定同行援護」という。）及び行動援護（以下「指

定行動援護」）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関す

る事項を定め、指定居宅介護、指定同行援護及び指定行動援護（以下「指定居

宅介護等」という。）の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害

児の保護者（以下「利用者等」という。）の意思及び人格を尊重して、常に当該利

用者等の立場に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的とします。 
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運 営 方 針 ①事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、当該利用者等の身体その他の状況及びその置かれて

いる環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除

等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び

助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとしま

す。 

②指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定

居宅介護等の提供ができるよう努めるものとします。 

③指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者

等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援

事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービス

を提供する者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）との密接な連

携に努めるものとします。 

④前三項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援法）」（平成 17 年法律第 123 号。以下「法」と

いう。）、「那覇市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例」（令和 5 年那覇市条例第 46 号）及び「那覇

市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例」

（令和 5 年那覇市条例第 48 号）に定める内容のほか関係法令等を遵守

し、指定居宅介護等を実施するものとします。 

 

 

（３）営業日・営業時間及びサービス提供可能な日と時間帯 

営業日 

及び 

営業時間 

（月曜日から土曜日及び祝日）とする。 

ただし、12 月 31 日から 1 月 3 日までを除く。 

午前 9 時から午後 6 時 

サービス提供日 

及び 

サービス提供時間 

年中無休 

                                

24 時間 

 

 

（４）事業所の職員体制 

職

種 

職 務 内 容 人員数 

管

理

者 

管理者は、事業者の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事

業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行い

ます。 

常勤職員 

1 名 
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サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者 

①利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサ

ービスの内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画及び同

行援護計画（以下「居宅介護計画等」という。）を作成し、利用者等及

びそのご家族にその内容を説明し、その計画書を交付します。 

②居宅介護計画等の実施状況の把握を行ない、必要に応じて変更を行

います。 

③利用の申込みに係る調整や従業者に対する技術指導等を行います。 

常勤職員 

1 名 

非常勤職員 

2 名 

従
業
者 

①居宅介護計画等に基づきサービスを提供します。 

②サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等

について、サービス提供責任者に報告を行います。 

常勤職員 

6 名以上 

（内行動援

護 6 名） 

非常勤職員 

8 名以上 

（内行動援

護 0 名） 

 

３サービスの主たる対象者について（該当する障害種別を記入） 

居宅介護 身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病患者等 

同行援護 視覚障害を有する身体障害者・視覚障害を有する障害児 

行動援護 知的障害者・障害児・精神障害者 

 

４提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について 

（１）提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

居宅介護計画等の作成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目

標に応じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画等を

作成し・必要に応じて見直しを行います。 

身
体
介
護 

食事介助 食事の介助を行います。 

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

入浴介助・清拭 
衣服着脱、入浴の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪などを行いま

す。 

その他 
褥瘡（床ずれ）防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日

常生活を営むために必要な身体介護を行います。 
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家
事
援
助 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

その他 
利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

預貯金の引き出し、預け入れは行いません。 

通院等介助 

通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続

き又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場

合に限る)のための屋内外における移動等の介助又は通院先で

の受診等の手続き、移動等の介助を行います。 

同行援護 

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支

援（代筆・代読を含む）を行います。 

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行

います。 

・排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行

います。 

行動援護 

障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な

援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介

護、その他行動する際に必要な援助を行います。 

その他生活等に関する相談や助言をいたします。 

 

（２）従業者の禁止行為 

   従業者はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④利用者の同居家族に対するサービス 

利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除、草刈り、植物の水やり等。 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除など） 

⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

    (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除く) 

⑧利用者又は家族に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為 

 

（３）サービスの料金と利用者負担額について （令和 6 年 4 月～） 

 介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働大臣の定める基準により算出し

た額）のうち 9 割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接

受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の 1 割の額を事業者にお支

払いただきます。（定率負担または利用者負担額といいます） 
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なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サ

ービス受給者証をご確認ください。 

サービスの種類時間等 利用料 自己負担額 

身
体
介
護 

３０分未満 ２，５６０円 ２５６円 

３０分以上１時間未満 ４，０４０円 ４０４円 

１時間以上１時間３０分未満 ５，８７０円 ５８７円 

１時間３０分以上２時間未満 ６，６９０円 ６６９円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，５４０円 ７５４円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，３７０円 ８３７円 

３時間以上 ９，２１０円 ９２１円 

３時間以上 ３０分増すごとに８３単

位加算 

８３０円 ８３円 

家
事
援
助 

３０分未満 １，０６０円 １０６円 

３０分以上４５分未満 １，５３０円 １５３円 

４５分以上１時間未満 １，９７０円 １９７円 

１時間以上 1 時間１５分未満 ２，３９０円 ２３９円 

１時間１５分以上１時間３０分未満 ２，７５０円 ２７５円 

１時間３０分以上 ３，１１０円 ３１１円 

１時間３０分以上 １５分増すごとに

３５単位加算 

３５０円 ３５円 

通
院
等
介
助 

（
身
体
介
護
を
伴
う
場
合
） 

３０分未満 ２，５６０円 ２５６円 

３０分以上１時間未満 ４，０４０円 ４０４円 

１時間以上１時間３０分未満 ５，８７０円 ５８７円 

１時間３０分以上２時間未満 ６，６９０円 ６６９円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，５４０円 ７５４円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，３７０円 ８３７円 

３時間以上 ９，２１０円 ９２１円 

３時間以上 ３０分増すごとに８３単

位加算 

８３０円 ８３円 

通
院
等
介
助 

（身
体
介
護
を
伴
わ
な
い
場
合
） 

３０分未満 １，０６０円 １０６円 

３０分以上１時間未満 １，９７０円 １９７円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，７５０円 ２７５円 

１時間３０分以上 ３，４５０円 ３４５円 

１時間３０分以上 ３０分増すごとに

６９単位加算 

６９０円 ６９円 

行
動
援
護 

３０分未満 ２，８８０円 ２８８円 

３０分以上１時間未満 ４，３７０円 ４３７円 

１時間以上１時間３０分未満 ６，１９０円 ６１９円 

１時間３０分以上２時間未満 ７，６２０円 ７６２円 
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２時間以上２時間３０分未満 ９，０５０円 ９０５円 

２時間３０分以上３時間未満 １０，４７０円 １，０４７円 

３時間以上３時間３０分未満 １１，９１０円 １，１９１円 

３時間３０分以上４時間未満 １３，３４０円 １，３３４円 

４時間以上４時間３０分未満 １４，７９０円 １，４７９円 

４時間３０分以上５時間未満 １６，２３０円 １，６２３円 

５時間以上５時間３０分未満 １７，６４０円 １，７６４円 

５時間３０分以上６時間未満 １９，０４０円 １，９０４円 

６時間以上６時間３０分未満 ２０，４６０円 ２，０４６円 

６時間３０分以上７時間未満 ２１，９２０円 ２，１９２円 

７時間以上７時間３０分未満 ２３，４００円 ２，３４０円 

７時間３０分以上 ２４，８５０円 ２，４８５円 

同
行
援
護 

３０分未満 １，９１０円 １９１円 

３０分以上１時間未満 ３，０２０円 ３０２円 

１時間以上１時間３０分未満 ４，３６０円 ４３６円 

１時間３０分以上２時間未満 ５，０１０円 ５０１円 

２時間以上２時間３０分未満 ５，６６０円 ５６６円 

２時間３０分以上３時間未満 ６，３２０円 ６３２円 

３時間以上 ６，９７０円 ６９７円 

３時間以上 ３０分増すごとに６６単

位加算 

６６０円 ６６円 

 

◆福祉・介護職員等加算（令和 6 年 6 月～） 

令和６年度から、旧来の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の３つの制度が 

一本化された福祉・介護事業者が介護職員の待遇を改善する為の制度 

サービスを利用した月に加算されます。 

内  容 算定率  

福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

（居宅・同行） 
利用料に 41.7%加算 １月あたり 

福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

（行動） 
利用料に 38.2%加算 １月あたり 

 

◆特定事業所加算 

介護福祉士等の人材を確保し、質の高いサービスを提供する為の体制を構築している事業所を 

評価する制度、サービスを利用した月に加算されます。 

内  容 算定率  

特定事業所加算Ⅱ 利用料に 10%加算 １月あたり 
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◆同行援護サービス区分に対しての加算 

同行援護は障害支援区分によって利用者の負担額に加算されます。 

内容 障害者区分 利用料  

同行援護サービス区分

に対しての加算 

区分 3 基本料金に 20％加算 
１月あたり 

区分 4～6 基本料金に 40％加算 

 

◆新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った

場合、または従業者に同行した場合に加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額  

初回加算 2,000 円 200 円 １月あたり 

 

◆利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しな

いよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額  

利用者負担上限額管理加算 1,500 円 150 円 １月あたり 

 

 

◆居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を受けてから

24 時間以内に行った場合に加算されます。 

内 容 利用料 利用者負担額  

緊急時対応加算 1,000 円 100 円 
1 回につき 

(1 月 2 回まで) 

 

◆サービス提供の時間帯により料金が加算されます。 

提供時間帯名 早 朝 夜 間 深 夜 

時 間 帯 午前 6 時～午前 8 時 午後 6 時～午後 10 時 午後 10 時～午前 6 時 

加算割引 25％加算 25％加算 50％加算 

 

※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づけた時

間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合は、

居宅介護計画等の見直しを行います。 

※ やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者２人で訪問した場合の費用は２人分となり、利

用者負担額も２倍になります。 

※ 介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給

付費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、

「領収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してくださ

い。 
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（４）その他 

交通費 
通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通 

機関を利用した場合は、その実費を請求させていただきます。 

・サービス提供にあたり必要となる利用者の居宅で使用す

る電気、ガス、水道の費用 

・家事援助に係る買い物等で利用者宅から目的地までの

公共交通機関を利用した場合の交通費 

利用者の別途負担となります。 

 

５利用料の請求および支払い方法について 

  利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月 20 日までに請求します。 

請求月の 25 日に指定の口座から引き落とします。土日祝日にあたった場合、翌営業日の引き落しとなり

ます。お支払いを確認しましたら、領収書を発行します。 

 

６サービスの提供にあたっての留意事項 

 （１）市町村の支給決定内容等の確認 

   サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限額を確認さ

せていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせ 

ください。 

 

（２）居宅介護計画等の変更等 

   居宅介護計画等は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することが

できます。 

   また、サービス利用の変更・追加は、従業者の稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの

提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示する等必要な調整

をいたします。 

 

７虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

  (1)虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 取締役 新垣良枝 

   (2)成年後見制度の利用を支援します。 

   (3)苦情解決体制を整備しています。 

   (4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

   (5)虐待防止委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。）を定期的に開催し、 

その結果について従業者に周知します。 
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８身体拘束に関する重要事項 

    事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため 

   緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下、「身体拘束等」 

という。）を行いません。 

事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の 

状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。 

 事業所は身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じます。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとします。）を定期的に開催するとともに、その結果についての従業者への周知徹底を

図ります。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備を行います。 

(3) 従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修を実施します。 

 

９秘密の保持と個人情報の保護について 

事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由

もなく、第三者に漏らしません。 

事業所は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくな

った後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内容とします。 

 

１０緊急時の応対方法について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師

への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

（１）利用者のかかりつけ医療機関 

医療機関名  

診 療 科 科、       科、       科 

所 在 地 沖縄県 

主 治 医  電 話 番 号  

（２）緊急連絡先 

連絡先① 

氏 名：              続 柄：  

所 在 地： 

電 話 番 号：  

（３）事業所の協力医療機関 

医療機関名  

診 療 科 科、       科、       科 

所 在 地 沖縄県 

主 治 医  主 治 医  
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１1 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する居宅介護等の提供により事故が発生した場合は、県、市町村及び利用者の家族等に

連絡を行うとともに必要な措置を講じ、事故の状況及び事故に際して取った処遇について記録します。 

また、万一の事故に備え、下記の損害保険に加入するものとし、賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を適切かつ速やかに行うものとします。 

（１）損害保険会社名 損害保険ジャパン株式会社 

（２）損害保険の種類 賠償責任保険 

（３）損害保険の内容  

   居宅サービス・居宅介護新事業者等補償 

被害者対応費用   保険金額 1,000 万円 

事故対応特別費用  保険金額 1,000 万円 

人格権侵害      保険金額   500 万円 

 

１2 サービス内容に関する苦情相談窓口 

（１）当事業所の苦情・要望の受付窓口 

受 付 窓 口 

窓 口 担 当 者  管理者 新垣 良枝 

苦情解決責任者  管理者 新垣 良枝 

受   付   日  月曜日から土曜日及び祝日。ただし、12 月 31 日 

から 1 月 3 日までを除く。 

受 付 時 間   午前 9 時から午後 6 時 

電 話 番 号   098-831-6982 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-831-7001 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

  本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は沖縄県社会福祉協議会に設置さ

れた運営適正化委員会に申し立てることができます。 

那覇市役所 

障がい福祉課 

所  在  地  沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 1-１  

受  付  日  月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰霊の 

日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。 

受 付 時 間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

電 話 番 号  098-862-3275 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-862-0621 

浦添市役所 

障がい福祉課 

所  在  地  沖縄県浦添市安波茶一丁目 1 番 1 号 

受  付  日  月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰霊の 

日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。 

受 付 時 間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

電 話 番 号  098-876-1234（内線 3563） 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-878-8575 
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糸満市役所 

福祉部 

社会福祉課 

障がい福祉係 

所  在  地  沖縄県糸満市潮崎町 1 丁目 1 番地 

受  付  日  月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰霊の 

日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。 

受 付 時 間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

電 話 番 号  098-840-8103 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-840-8152  

豊見城市役所 

障がい・長寿課 

障がい福祉係 

所  在  地  沖縄県豊見城市宜保一丁目 1 番地 1 

受  付  日  月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰霊の 

日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。 

受 付 時 間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

電 話 番 号  098-850-5320 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-856-7046 

南城市役所 

社会福祉課 

所  在  地  沖縄県南城市佐敷字新里 1870 番地 

受  付  日  月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰霊の 

日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。 

受 付 時 間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

電 話 番 号  098-917-5334 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-917-5427 

南風原町役場 

保健福祉課 

障がい福祉班 

所  在  地  沖縄県島尻郡南風原町字兼城 686 番地 

受  付  日  月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰霊の 

日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。 

受 付 時 間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

電 話 番 号  098-889-4416 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-889-7657 

八重瀬町役場 

社会福祉課 

障がい福祉係 

所  在  地  沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平 1188 番地 

受  付  日  月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日、慰霊の 

日、12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く。 

受 付 時 間  午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分 

電 話 番 号  098-998-9598 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-998-7164 

沖縄県福祉サービス 

運営適正化委員会 

所  在  地  沖縄県那覇市首里石嶺町 4-373-1 

           沖縄県総合福祉センター東棟 2 階 

受  付  日  月曜日から金曜日 

受 付 時 間  午前９時から午後５時 

電 話 番 号  098-882-5704 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  098-882-5714 
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令和   年   月   日 

 

 

指定居宅介護等の提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を 

行ないました。 

  

事 業 所 名 称：有限会社 訪問介護こくら  

 

管 理 者 名：新垣 良枝 

 

説  明  者  名： サービス提供責任者  金城和希   印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から指定居宅介護等の提供及び利用について重要事項の

説明を受け、同意しました。 

 

利 用 者 住 所：沖縄県                                      

 

利 用 者 電 話 番 号：                                           

 

利 用 者 氏 名：                         印 

 

利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のうえ、私が

利用者に代わって、その署名を代筆しました。 

 

代 筆 者 住 所：沖縄県                                       

 

代 筆 者 氏 名：                         印 

 

続 柄：                           

 


